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介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬サービスの日割り請求に 

かかる適用について（通知）  

 

 

日頃より、本市の介護保険事業にご理解・ご協力いただき厚く御礼申し上げます。  

さて、本市では平成２９年４月より、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総

合事業」という。)を開始いたします。 

この総合事業における介護予防・生活支援サービス事業の事業費算定につきまして、

下記の点が従前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と異なりますので注意し

てください。 

別添の厚生労働省資料「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」を参考

とし、サービス提供事業所及び指定介護予防支援事業所等の間で連携を図り、遺漏な

くご対応くださいますようお願い申し上げます。  

 

記 

 

１ 日割り算定の取り扱い 

（１）月途中の利用開始  

利用者との契約開始を事由として、契約日を起算日に日割り計算を行います。 

この場合、当該契約月にサービス利用が無く、翌月からサービス利用を開始した場

合、当該契約月については事業費の請求は行えず、翌月より日割り計算をすること

なく事業費を請求することとなります。契約日を起算日とする資料９の取り扱いと

は異なりますので、ご注意願います。 

 

なお、当該契約月にサービス利用がある場合は、契約日を起算日として日割り計

算により事業費を算定してください。  

 

※「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」については、平成27年3月

31日老健局介護保険計画課･振興課･老人保健課／事務連絡･Ⅰ 資料９を参照して

ください。 

 

裏面あり 

御中 



 
・契約月にサービス利用がある場合 

 6/1     6/10     6/15             6/30 
 

        契約日   利用開始日            月末 

 

 

 

・契約月にサービスの利用がない場合 

 5/25    6/1       6/5             6/30 
 

  契約日         利用開始日            月末 

 

 

 

 
 

 

（２）月途中の利用終了  

利用者との契約解除を事由として、契約解除日を起算日に日割り計算を行います。 

この場合、当該契約解除月にサービス利用が無い場合、当該契約月については事

業費を請求することはできません。なお、当該契約解除月にサービス利用がある場

合については、契約解除日を起算日として日割り計算により事業費を算定してくだ

さい。  

 

契約解除月にサービス利用がない場合 

 6/1                  6/18       6/30 

 

                    契約解除日     月末 

 

 

 

 

２ 日割り計算を適用するサービス種類  

・訪問型現行相当サービス  

・通所型現行相当サービス  

 

３ 利用回数の変更に伴う請求の取り扱い 

  利用者の状態像の変化に伴い、例えば、週１回程度から週２回程度が必要となる

場合等においては、月単位定額報酬の性格上、月の途中での新たな変更（日割り計

算）は想定されていません。利用者の新たな状態や新たに設定した目標に応じてケ

アプランを変更し、翌月サービス利用分でケアプランに位置づけた単位数で請求し

てください。 

  

契約日(6/10)からの日割り算定 

日割単位数※×21日 

（※サービスコード表参照） 

サービス利用がない 
5 月は請求できない 

サービス利用があれば、契約解除日(6/18)までの日割り算定 

日割単位数※×18 日 

（※サービスコード表参照） 

6 月は月額包括報酬を請求できる 

サービス利用あり 

担当：前橋市福祉部 介護高齢課地域支援係：℡027-898-6275 

介護保険室給付適正化係：℡027-898-6157 

  

 


